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は じめ に

栄養調査は,対 象者の栄養状態の判定や対象地域の栄

養水準の把握がで きる。そ してこれを基礎資料 として栄

養教育や栄養 政策が推進 される。 このよ うに栄養調査は

重要な意義 をもつ ものである。

明治以来,我 国の全国規模 の栄養調査,ま たはそれに

類 した調査の始ま りは,明 治12年(1879年)農 商務 省に

よって実施 された 「人民常食調査」1)を嚆矢 としてい る。

大正7年(1918年)に は 「全国主食物調査」2),「農村保健

衛生 実地調査」3》か 内務 省に よって実施 され,昭 和18年

(1943年)に は中央食糧協力会によって 「本邦郷土食慣行

調査」4)が行なわれている。 さらに,第 二次世 界大戦後

において も,昭 和20年12月(1945年),連 合軍指令部の指

令 に基づいた東京区民の栄養調査5)が実施 されている。

そ して,こ の調査 は,翌 年の21年 には年4回 の全国調査

に発展 し,昭 和27年(1952年)に は 「国民栄養調査」 と

して栄養改善法に盛 り込まれた。その後数回の改正が行

なわれ,今 日,年1回 の国民栄養調査 が厚生大 臣の指示

によって行 なわれ るのは この法律に依 るものである。・

ところが,こ れ らの栄養調査の外に第二次世 界大戦中

の昭和17・18の 両年 にわた り,大 規模に国民各層 までの

詳細な栄養調査が実施 されていたのである。この調査を

実施 した とい う記録 は当時の調査機 関になった現在の国

立公衆衛生院の記録6}に 「昭和17年 と18年の両年に亘 り,

食糧事情 と国民の健康状態につ いて,全 般的の総合調査

研究が行なわれ,そ の結果は戦時衛生の研究 として尊 き

資料 を提供 した。」という記述 があるが,調 査報告書は秘

密文書 として部数が限 られていた という文面 がある。

この ようなことからか,こ の調査 は一般には知 られて

おらず,高 木7),萩原8),島 薗9),西東19)等の各栄養学史や

食生活史には記載がされていない。 またこの調査結果 を

用いた学術報告 も見当 らず,公 衆衛生院の機関紙 「厚生

科学」 にさえ登載 されていない。

今 回,幸 いに もこの調査 に参画 した久保 秀史氏(当 時

厚生省研究所講師)を 探ね当て るこ とが出来た。 そして

この調査 に纒 わる諸状況について貴重な証言 を得 た。こ

こでは入手 した昭和17・18年 の両年度の報告書の うち,
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昭 和18年 度 の 調査 報 告 書 につ い ての 所 謂 史料 批 判(Que1-

lenkritik)を 行 な う もの で あ る。

報告書の形態 と構成

報告書は図1に 示す ように昭和18年12月31日 付 で 「國

民栄養 ノ現况二関スル調査報告」 と題 して,当 時の厚生

省研究所が秘密文書 として作成 したものである。大 きさ

は縦24.5cm,横18cm,厚 さ4.3cm位 で,総 頁数434頁 に

及び,こ の中には表77,図72も 用いられている。刷 り方

は謄写印刷で用紙 は藁半紙 を使 用し,書 き方は片仮名混

じりの縦書で ある。

内容 の構成は二部構成 になってお り,第 一部は 「身体

計測 ヲ通シテ見タル栄養状況」 として厚生科学部(現,

国立公衆衛生院)が 中心 となり,身 長,体 重,疾 病の状

況を担 当し,第 二部 は国民栄養部(現,国 立栄養研究所)

が中心 となって 「食糧事情 ヲ通 シテ見タ栄養状況」 とし

て栄養素や食品群別の摂取状況 を担当 している。調査の

図1「 国民栄養ノ現況二関スル調査報告」 の外観

◆

じ

1



対象項 目は両部 とも学童,妊 婦及新生 児,都 市給料 生活

者,重 要事業場 勤労工員であ り,第 一部はさ らに帝都の

牛乳供 給の変遷 を付け加 えている。 しか し対象項 目は同

一であって も
,両 部が対象 とした調査母体 は全 く異 って

いる。

参画 した人物

調査に参画 した人物は担当項 目毎に姓 と職名だけが記

載 されてい る。姓名までの記載が認め られるのは第一部

の調査主任である厚生科学部長古屋芳雄,第 二部の調査

主任 である国民栄養 部長杉本好一 の両名だけである。 そ

して国立公衆衛生 院旧職員録1nと 久保氏の証 言か ら調

査 に参画 した人物の大部分 が判明 した。こ れを表1に 示

す。いつ れの人物 も戦後の公衆衛生関係学会等にお いて

活躍 され た著名者 であ る。

調査機関

この 調査 を実 施 した 厚 生省 研 究 所12)は,昭 和13年

(1938年)米 国の ロックフ ェラー財団の援助 で創設され た

公衆衛生院 と,大 正9年(1920年)に 官制公布 され てい

た国立栄養研究所 とが昭和15年12月(1940年)に 合併 し,

厚生科学研究所 とな り,さ らに,昭 和17年11月 には人口

問題研究所等 とも合併 となって出来た もので,厚 生省各

機 関の統合 された もので ある。そ して,公 衆衛生院 は厚

生科学部 とな り,国 立栄養研究所 は国民栄養部 となって

いた。 しか し,同 一機関 とならても業務 につ いては各機

関それ ぞれ独立 していたことを久保氏は証 言している。

表1調 査参画者

(1)厚 生科学部長 古屋芳雄

学童

川上技師 川上理一

立川講師 立川 清

久保講師一 久保秀史

山川技手 山川振作

妊婦及新生児

斉藤技自ト ー斉藤 潔

清水嘱託一?

俸給生活者

斉藤技師十 斉藤 潔

林 技手 林 路彰

(内・結核 ・脚気)

野辺地技師一 野辺地慶三

山岸技師 山岸精実

管理工場工員

石川技師 石川知福

赤塚技師一一一一赤塚京治

鈴木技師一 鈴木幸夫

(2)国 民栄養部長 杉本好一

本調査の対象項 目は一致 しているが,対 象母体 は異 って

いたこ とは,こ のこ とを示 した もの と推測 され る。

調査目的と調査日程

調査の 目的については,調 査実施要綱に次のよ うに記

されている。「國内食糧 自給政策 ノ下二営マ レツツアル決

戰的食生活二於ケル食糧事情及夫 ノ国民体力二及ボス影

響等現下國民栄養 ノ実相ヲ調査 シ以テ適正且強力ナル戰

時国民生活並勤労二関スル諸政策 ノ樹立遂行 二対 シ的確

ナル科学的基礎 ヲ付與スルモノ トス」 とな ってお り,戦

局 によって食糧の国内 自給化が進むなかで,食 糧事情や

体力の実態 を知って,科 学的に国民生活や勤労政策 を推

し進め ようとする姿勢が窺 われ る。

この頃の戦局は,昭 和18年2月,ガ ダルカナル島 を撤

退,5月 にはア ッツ島が玉砕,9月 イタリア降伏 と続 き,

こうした中で政府は,6月 に食糧増産応急対策要綱や9

月には食糧 自給態勢確立 をそれぞれ閣議決定 してい る13)。

この調査についての 日程は,当 時の社会状況か ら極め

て短期 日に実施す る必要があったらしく,調 査機 関の従

前か らの調査を引 き続 いた調査項 目もあるが,本 調査実

施要綱 には,現 地調査は10月 中旬 より11月中旬に至 る問

となってお り,11月25日 までに報告 を徴 し,12月15日 ま

でに概要報告,12月 末 日までに報告書を作成するとい う

ことが記 されてい る。

調査内容の概観

各対象の調査方法や調査結果の概観 は次のよ うである。

(1)学 童

本調査の中で最 も重点をお いた調査部分 が学童である

こ とが記 されている。その理由 として 「第一二学童ニハ

外食者少ナ ク,従 ッテソノ栄養状態ノ変移ハ直接家庭 ノ

事情 ヲ反映 スル コト,第 ニニ低年齢時代ニハ特殊体質ニ

ヨル脂肪肥満 ノ如キ者 ノ混入少 ク従 ッテ材料撰択 ノ偏 リ

ニヨル誤差 ヲ避ケ得ルコ ト,第 三二児童 ノ発育期ハ外部

ヨリスル栄養上ノ影響 二敏感ニシテ各家庭二於ケル食糧

給與(若 クハ入手)状態ノ観測二資シ得ルコ ト等デアル。」

とあ る。

厚生科学部では調査要 目として本調査結果 と日華事変

(昭和11年)前 の学童の身長・体重 の発育経過 とを比較す

ることを目指 してお り,昭 和18年 度6年 生が1年 生(7

歳)の 時よ り6年 生(12歳)に 至 るまでの身長 ・体重の

発育過程 と昭和11年 度6年 生が1年 生(7歳)の 時 より

6年 生(12歳)に 至 る身長 ・体 重の発育経過 との比較 を

してい る。調査は,全 国10都 道府県よ り100の国民学校 を

選 び,学 童の身長 ・体重 を計測,集 計 した9都 道府 県の
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60校 につ いて報告 している。調査精度についての慎重さ

がみ られ,人 口変動の激烈 な状況 からして学級編成が経

年的に異な り同一対象集団 でないこ とが考 えられ るため,

従来か らの多 くの学校統計資料は利用 していないことが

述べ られている。集計は,各 学年毎 に昭和18年 と昭和11

年 について身長 ・体重の平均値 を都道府県別,環 境別(工

業地,住 宅商業地,農 漁村),性 別 などに算出 している。

さらに両年度 の有意差検定(F検 定)ま で も行 なってい

る。 これ らの作業 について久保氏は,当 時手回 しの計算

器,よ くて これの電動 を用 いあとは算盤 を使 ったことを

述べて いる。

その結果,全 体 の体重増加 は前年度(昭 和17年)調 査

より低下傾 向が認め られ る中で,昭 和18年 度生 と昭和11

年度生 の比較は特 に工業地域 において顕著 であ り,男 子

の身長 は昭和18年 度生の7歳 か ら12歳 までの発育量 と11

年度生の同年間の発育 量に2.3cm,体 重におい て も1.2

kgの 発育不良が有意に認め られている。同様に,女 子の

身長1.Ocm,体 重は1.8kgの 発育不良が有意 に認め られ

てい る。商 業住 宅地域 の男子の身長 は1.6cm,体 重1,0

kg,女 子の身長1.8cm,体 重1.4kgの 発育不良が有意 に

認め られている。 しか し,農 漁村地域においては身長 ・

体重 とも発育量に有意な差は認め られていない。 また東

京及び大阪の学童の被害が最大であることを示 し,全 体

としては女子が男子 より障害 を多 く受けていることが示

されてい る。

図2は 昭和18年 度6年 生 のみ学(7歳)以 降,並 に昭

和11年 度6年 生 の入学(7歳)以 降の体重の消長 を投影

したものである。入学 当初 は18年度生が上回っているが

逓近 し,4年 生(18年 度生の昭和16年)に は交叉,以 後

11年度生の方が発育が上回 るこ とを示 して いる。

図3学 童の発育に関する集計表

国民栄養部 では全国の10都 道府県113国 民学校2万3

千名余 りの6年 生男女 を対象 として昭和18年11月10日 よ

り11月末 までの調査 を実施 して硲る。調査の項 目は,学

童の栄養概況,弁 当の携帯状況や量 ・質 ・家庭における

食事の質 ・量,栄 養剤使用の有無等である。 そして調査

票 の但 し書 きに,「本調査 に関 しては決 して公表致 しませ

んから実状 を正確に御記入願います。」とあ り,調 査 の精

度 を配慮 した面が見受 けられ る。集計は各都道府県別,

都 市郡別,ま たはそのクロス別 に行 なわれている。

図2昭 和11年 ・18年度6年 生の発育経過投影図

琉 阿
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その結果,学 校の身体検査 で所謂栄養概況が「要注意」

の者は,昭 和17年 の4%か ら8%に 増加 している。弁 当

の不携帯 者は17年 では7%で あったが1.6%に 減少 して

い る。 しか し,弁 当の主食量が少 量の者が都市では20%,

郡部 では10%も い るが,副 食では都市郡 間に差がな く,

不良弁 当(漬 物のみ等)は35%に 達 している。主食の不

足 を訴 える家庭は88.5%も あ り,そ の解決策 としては欠

食する家庭は3.6%も あ り,他 は外 食や粥,「オ ジヤ」等

の増嵩的調理法で対処 してい る。副食品については,1

日1回 以上の獣 肉や 魚介 を摂る者 は稀れである。学童が

家庭 に於いて何等かの栄養剤 を用 いているものが都市40

%,郡 部20%も あ る。 などといった記述がみられる。

(1)新 生 児並びに妊婦

厚生科学部では,日 華事変の頃か ら昭和18年 までの新

生児 ・妊婦の体重並びに妊婦 とその出生児の体重の関連

の消長 を知 るために東京 ・大阪の産院 において調査 を実

施 している。

新生児の対象数 は東京では昭和12年 よ り延3万6千 人

余 りにのぼ り,大 阪では昭和10年 より延1万3千 人余 り

を数えている。集計は各年度毎に地域別,性 別について

体 重2,601gか ら3,800gの 群 と1,001g以 上 の総 数 の群

各々の平均体重,標 準偏差 を算出 している。

図4妊 婦の栄養調査票

妊婦については,東 京における昭和12年 か ら18年の延

約1万5千 人について,各 年度毎の平均年齢 とその標準

偏差,平 均体重 とその標準偏差 をそれぞれ算出 している。

妊婦 とその出生児の体重 の関連については,東 京の延

約1万4千 人を対象に昭和12年 より18年の各年度別平均

体重 とその標準偏差 を算出してい る。

これ らの結果,次 の ような結論が出されている。新生

児では東京において昭和13年 以降ほ とんど変化が ないが,

大 阪では昭和14年 か ら17年 までに男児50g,女 児40g程 度

の低下がみられ,昭 和17年 以降は70gも 激減 している。

妊婦の体重については,昭 和12年 から18年 の7年 間で

は昭和14年 を最大 としているが,著 変がな く,14年 と18

年の差は0.74kgで ある。

妊婦 とその新生 児の関連は,全 年次に亘 り概ね平行す

る傾向がある等 と記 されて いる。

国民栄養部では,6都 府県の17歳 か ら48歳 までの妊婦

1万1千500人 余 りに対 して,妊 娠以後の諸疾患罹患率,

家庭における主食摂取状況(種 類,入 手方法,回 数デ量

等),或 は副食材料の購 入状態,魚 介 ・味噌 ・卵 ・豆腐 ・

油 ・果物等の摂取状態などについてア ンケー ト調査 を行

ない,昭 和17年 度における調査結果 と比較 してい る。集

計は,昭 和17年,18年 の両年度毎 に地域別(大 都 市,中

小都 市,郡 部)な どにそれ ぞれの調査項 目の集計 を行な

い,そ の百分率 なども算出している。

これ らの結果は,妊 婦の 「ムシ歯」や脚気が前年度調

査 より増加 している。家庭の配給米の不足が深刻 になっ

てきてお り,特 に中小都市での不足訴えが 多い。このこ

とが妊婦の主食量低下傾向に現われ たものと考え られ,

増嵩的調理法が1日1回 以上の妊婦が都市 では半数 を占

め,郡 部 ではその3分 の2程 度 となっている。昭和17年

よ り粥は25～50%,「 オジヤ」は数倍 も増加 している。玄

米の使 用は昭和17年 の0.1～0.2%か ら6～8%に 急増 と

なっているが,郡 部では白米 を前年程度使用 している。

副食物 については.魚 介 ・果物 の摂取回数が減少傾 向を

示 し,大 都市では特に著 しい。妊婦の食糧購入実務 は,

郡部や 中小都市にその割合が増加 している。食糧購入所

要時間は大都市は減少 してい るが,中 小都市 では増加 し

てきている等々 とある。

(3)都 市給料生活者

厚生科学部では,昭 和14年 以来5年 間同一職場 に勤務

し,毎 年体重測定に参加 している全国8都 市の国民学校

男女教 員2千300名 余,全 国6鉄 道局従業員(男子事務 系)

約800名,そ れに東京,大 阪の会社員(生命保険会社員男

女)約600名 を対象に,各 年次の平均体 重を職種別,地 域
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別,性 別,年 齢階層別 などに集計 を行なって いる。

その結果,国 民学校 男子教 員については,遂 年体重の

低下傾 向がみ られ,昭 和14年 と18年の差 は1.66kgで あ

る。女子は男子 よ りその減少率 は少 ない。鉄道局従 業員

男子 では5年 間に2.52kgの 減少 をみてお り,年齢階層別

では30歳 以下が1.36kg,30～40歳2.81kg,40～50歳3.71

kgと あ り,年 齢が高い階層程減少 してい る。会社員では

東y./iにおいて も大阪において も共に減少が認め られ,し

か も大阪は東京の2倍 も減少 している。男子社員の方が

女 子社員 よりも減少率が高いことな どが記 されている。

厚生科学部 では,さ らに都市給料生活者の疾病 を通 し

て観 た栄養状況 を調査 している。対象は鉄道省の職員(毎

年20～40万 人)と 逓信省の職員(毎 年6万 ～13万人)と

全 国5都 市学校職員(毎 年1万5千 人位)で あ り,昭 和

17年 までの結核,脚 気,消 化器疾患の消長について,各

職 場での罹患統計書 を用いて観察 している。

その結果 は,結 核,脚 気共に昭和13年 以来遂年増加の

傾 向が全体に見 られる。特に食糧統制が開始 された昭和

15年 以降が著 しく,鉄 道省の昭和17年 の全結核罹患率 は

4.29%,脚 気0.93%で ある。両方共14年 の倍 であ る。 同

様に逓信職員では結核6.07%,.脚 気1.26%と なってお り,

昭和12年 の3倍 となっている等々が述べ られている。

国民栄養部では,全 国の7都 市に居住す る現在でい う

所 の国家・地 方公務員(警 官や教 員も含む),会 社員,銀

図5都 市給料生活者の栄養調査票

行員 などいわゆるホワイ トカラー を対象に11月 の3日 間

について,調 査票 を用 いた個 人調査 を実施 している。調

査項 目は各摂食毎の主 食品(品名及び摂取概量),副 食品

(料理名,材 料名),問 食(品 名)な ど,ま た栄養剤摂取

の有無 であ り,こ れによ り栄養摂取状況や主食品の摂取

頻度,副 食品の食品数,食 品の使用頻度などをみている。

なお,調 査票 回収数は3188枚 であった。

集計 は,各 都市の職業別,性 別,年 齢層別,単 身生活

と家族生活別 に分類 ・集計 している。

その結果,主 食の種類 は地方的差異が見 られ,8主 食

品の相互割合 の米飯は札幌、で36.2%,仙 台12.7%,東 京

25.0%で あって全体 としては,昭 和17年 調査結果 より劣

化傾 向が認め られる。副食について も食品数,特 に動物

性食品は1日1.6種1.7回 摂取 している。東京 と大阪にお

いては,東 京の玄米飯が男子の単身生活者や23歳 以下の

単身生 活女子に多 く,饂 飩 は家庭生活者に多い。大阪で

は米飯 は男女共単 身生活者 に多く,米 麦芋飯は家庭生活

者に多い。副食は,東 京 ・大阪 とも男女,年 齢別に差は

認め難 いが,動 物性食品,植 物性食品とも女子が 多い。

間食 も東京 ・大阪 とも女子に多いこ となどが記録 されて

いる。

(4)重 要事業場労務者

厚生科学部では,全 国26都 道府県の金属,機 械器具,

航空機,化 学の各業種の156事 業場の工 員について,昭 和

11年 以来の健康管理 当局の資料 と,そ れに補充調査 を行

なっている。調査は各事業場 あてに,事 業所名,業 種別,

所在地,性 別,詳 細 な年齢階層や体重階層の度数分布 を

記入す るもので ある。集計は年齢分布別 では30歳 以下は

各歳毎に,30歳 以上者 は5歳 毎 に観察 をしている。地域

別 では9地 方 に分け,業 職別では4つ に区別 している。

そして これ らについて,平 均体 重の昭和11年 以来の推移

と各要因間の有意差検定 を行なって いる。

その結果,昭 和18年 度 における男子工員20～24歳 に於

いて2～3kg陥 没す る「谷」を形成 してい る。女子にこ

の 「谷」がないことか らこれ を徴兵が及ぼ した もの とし

ている。地域別 では,九 州,東 北,北 陸の体 重が比較的

大であ り,関 東,近 畿,中 国地方の体 重が小 であ る等が

記 されている。

国民栄養部では,厚 生 省勤労局の選定 した関東37,東

海25,近 畿40,中 国3,九 州11の 計116カ 所の工場 に附属

する調理場 より給食 を受 けている労務者 を対象に して,

調査票 に昭和18年5月 ～6月 の1週 間におけ る食事 人員,

食費,配 給食品,消 費量等を記入 させ ている。集計 は地

区別,業 態別に まとめ,さ らに同一工場 にお いて昭和17
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年調査 との比較 もしている。 そして食品の給与量か ら総

蛋 白質,動 物性蛋白質,総 熱量,主 食熱量比を平均1人

1日 当 り量 として算 出している。

その結果,関 東,東 海,近 畿の3地 区では平均給 与栄

養 量(間 食・残 食を含 まず)は 総熱量2,375カ ロリー,総

蛋白質85g,動 物1生蛋 白質比率は28%で ある。そして地区

別 では関東の給与栄養量が最劣 であ り,業 態別では金属,

化 学の総熱量,総 蛋 白が よ く,機 械,紡 績 が劣 るが,動

物性蛋 白質は紡績が最 良 となっている。昭和17年 調査 と

の比較 ではほ とん ど差が 出ていないなどが報告 されてい

る。

(5)帝 都牛乳供給の変遷 と現状

厚生科学部では,戦 時下における牛乳供給の変遷 につ

いて報告 している。 ここでは昭和12年 か らの帝都の乳量

が載ってお り,昭和12年479石 か ら年 々逓増 し,昭和14年

では酪農業調整法が実施 されて683石,15年 には牛乳配給

統制規則が発せ られ684石 にのぼ る。しか しその後逓減 し

て昭和18年 では345石 となってい る。そして乳量減少の原

因が述べ られ,飼 料不足,都 区内乳牛数減少,地 方の出

荷 抑制,酸 高乳の頻出,乳 価の改訂 などがあげられてい

る。乳 児用牛乳の需要 と供給が示 されてお り,昭 和18年

11月 の調査 では乳 児1人1日 当た り2.8合の供給 がな さ

れ,一 応需要が満 たされていることが書かれている。

総括にかえて

この資料付 昭和57年 秋に著者が偶 然古書の中か ら発見

した ものである。 そしてここでは所謂史料批判を行 なっ

たわけである。

戦時下 において,現 在の国民栄養調査 とは比較に なら

ない程 の広汎で詳細に実施 されたこの調査の真偽 につい

ては,国 立公衆衛生院の記録や調査 に参画 した久保 氏の

証言 などから疑いのない もの と推断され る。調査の精度

と資料の信頼 性につ いては,調 査票に対象者へ の気配 り

を示 した と思われる文面が見受け られることや,集 計に

あっては,確 率論 を導入 した所謂近代統計学 を駆使 して

いる点,ま た,調 査参画者が戦後の公衆衛生学会等 で活

躍 した人物によって構成 されていることなどを考えると

充分 これに応えられるもの と推察 され る。 この ような調

査資料が戦時下の国民生活にどの ように活か されたのか,

今 日まで栄養学史や学術報告 にも登場 しないのは何故 な

のか,検 討すべ き課題は残る。 しか し,本 資料は空白部

分 の多い戦時中の記録 を埋めることが出来,食 生活史の

研究を推進 させ るにたる貴重な資料 といえるのみな らず,

戦中 ・戦後の未 曽有の食糧難によって生 じた低栄養期 を

過 ごした各世代の人々がその後 どの ような栄養状態 を営

んだかを研究す るに とって も意義のあ る資料 と推察 され

る。

おわ りに

食生活の研究には古い資料や文献 を引用す ることが 多

い。その際,資 料や文献の年代や信頼性 を規定 し,そ し

て著作者の個 人的偏 向などを排除す る所謂史料の批判 を

行な うべ きと思 い拙著 に及んだ次第である。

本研究 を進め るにあた り,御 指導戴 きました東京大学

医学部疫学教室の丸井英二先生,貴 重な御証言下さいま

した 日本家族計画連盟理事 長久保秀史先生,文 献探索に

御協 力下 さいました国立公衆衛生院室長松本恭治先生 に
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